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Ⅰ．安全を確保するための事業運営の基本的な方針に関する事項 

 

 

 

 

「安全は会社経営の基盤であり、 

最優先事項として推進します」 
 

 

 

お客さまと社員の安全・安心の確保は経営の基盤をなすものであり、

これを実現し維持することは会社経営の最優先事項です。 

当社は、東京電力パワーグリッド（株）・中部電力パワーグリッド（株）

をはじめ社内外の多くの方々のご理解とご協力の下で事業を行ってお

り、その関係者一人ひとりが安全を最優先に考え行動することが、社内

外の皆様のご理解を得ることに繋がります。 

そのため、経営層および管理者が先頭にたって、全社員が一丸となっ

て安全活動に積極的に取組み「無事故・無災害」の達成を目指します。 

具体的な取組みは以下を柱に推進していきます。 

 

１．法令・規程等の遵守 

２．全員参加によるリスクマネジメントの実施 

３．委託先との積極的なコミュニケーションの実施 

４．安全活動評価の的確な実施 
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Ⅱ．安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項 

１．安全確保に関する組織 

安全管理組織（2023 年 3 月 31 日現在） 
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２．安全確保に関する組織の機能・役割及び人員 

社長を筆頭とする組織体制及び各職位の権限並びに相互の命令系統を定

めて安全管理体制を構築しています。 

（１）社長 

社長は、経営の最高責任者として安全の基本方針を明示し、安全上の重要

事項に関し、安全統括管理者等の報告・意見を尊重しながら決定し、安全管

理に必要な経営資源の確保と配分を行います。 

（２）安全統括管理者 

航空法第 103 条の 2 に基づき「安全統括管理者」を選任しています。 

安全統括管理者は、安全管理の取り組みを統括的に管理する責任者とし

て、安全に関する重要事項について経営上の意思決定に参画し、継続的な改

善を推進します。 

また、安全に関する重要事項について社長に報告するとともに各部署の

責任者及び職場管理者等に対し安全に関する指導・助言、勧告、援助を行い

ます。 

（３）安全部長 

安全部長は、安全管理推進部門の長として各部署における安全活動計画

について把握し適宜安全の啓発、指導、助言を行うとともに、これを集約し

安全統括管理者に報告します。 

社内外の安全に関する情報管理の責任者として事故、災害、ヒヤリ・ハッ

ト等の安全に関わる情報の収集、蓄積、分類及び社内への周知を行います。 

関係部門が実施する事象分析、再発防止措置を含む安全活動について、安

全監査により適合性、有効性を確認し安全統括管理者に報告します。 

（４）安全管理の責任者 

部長をはじめとする各部署の責任者は、安全管理の各責任者として安全

衛生活動計画に基づく安全活動を実施し、法令等の遵守並びに不適合を認

めた場合の報告及び速やかな是正措置を実施します。また、各部署、職場単

位で開催される職場安全会議を主宰します。 

（５）職場管理者 

各部のグループマネージャーは、グループメンバーを指揮、統括して安全

衛生活動による継続的改善活動を主導、実践します。 
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（６）安全担当 

各部署内に選任された安全担当は、職場の安全に関する情報の収集・提供

を行うとともに安全対策等、安全確保に関する業務を実践します。 

（７）一般職員 

一般職員は、自らの業務を遂行するにあたって、法令や社内規程等を遵守し、

確実に実施するとともに、積極的にヒヤリ・ハット、不安全の芽等の報告を行

うことにより、事故未然防止等安全の確保に努めます。 

（８）航空機乗組員、客室乗務員、整備従事者 

・航空機乗組員 ·············· 17 名 

・客室乗務員 ·················· ０名 

・整備従事者 ·················· 46 名 

（９）運航管理従事者及び有資格整備士 

・運航管理従事者 ·········· 22 名 

・有資格整備士 ·············· 45 名 

３．安全確保に関わる会議体 

（１）安全推進会議 

経営に重大な影響を及ぼす恐れのある安全上のリスクをはじめ、安全に

関わる重要事項を審議するとともに、必要な再発防止策及び未然防止策等

を策定するための組織です。社長が議長となり常勤役員及び各部長等によ

り構成され、原則として毎月１回開催しています。 

（２）職場安全会議 

各部署単位での安全に関する事項全般について、情報を共有化するとと

もに課題を討議・意見交換し、職場の安全確保を推進する場であり、原則と

して隔月 1 回開催しています。 

（３）安全衛生委員会 

労働安全衛生法に基づき設置され、従業員の労働災害の防止、健康の保

持・増進、快適な作業環境作り等について調査、審議する委員会であり、原

則として毎月１回開催しています。 

（４）社内事故調査委員会 

当社で事故が発生した場合に設置され、安全統括管理者を委員長として事

故原因を調査し、調査結果を安全推進会議に報告します。 
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 ４．運航の支援体制 

（１）「乗組員、整備従事者、運航管理従事者の定期訓練及び審査」及び「運航の

問題点の把握と共有、フィードバック体制」については、国が規定する「運

航規程審査要領：空航第 58 号」、「整備規程審査要領：空機第 73 号」及び

「航空運送事業及び航空機使用事業の許可及び事業計画審査要領（安全関

係）：国空航第 1223 号、国空機第 1362 号」に基づき実施しています。 

（２）安全に関する社内啓発活動 

・安全の日の集い 

・経営層及び各部による合同安全パトロールの実施 

・定期巡視出発式（毎月）の開催 

・ヒューマンファクターズ及び CRM 訓練等の安全教育 

・安全教育の実施 

・各種安全セミナーへの参加 

・作業前における TBM-KY の実施 

 

５．使用している航空機に関する情報 

 

機     種 機数 座席数 
平均年間*1 

飛行時間 
導入時期*2 平均機齢*3 

Bell 206L-3 2 7   182.6  1987 年 33 年 

Bell 407 6 7   248.1 2007 年 10 年 

Bell 427 3 8   135.6 2002 年 22 年 

Bell 412 EP 1 15   155.8 2011 年 12 年 

AS 332L1 2 20   284.2 1991 年 30 年 

総機数 1４機 

＊1：有償飛行時間 

＊2：導入時期は初号機 

＊3：平均機齢は製造年からの経年数 
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Ⅲ．航空法第 111 条の 4 の規定に基づく報告に関する事項 

１．航空事故及び重大インシデント 

2022 年度においては航空事故及び重大インシデントは発生しておりません。 

２．安全上の支障を及ぼす事態 

安全上の支障を及ぼす事態が 1 件発生し、航空法第 111 条の４項に基づき

国へ報告しました。 

（1）航空機の着陸装置の不具合による「着陸装置の不確実な展開」 

アエロスパシアル式 AS332Ｌ-1 型が着陸前の脚下げ操作時、通常操作で

コントロールレバーを操作したが脚が下がらなかったため、非常操作手順

に従い電気系統による脚下げを実施し着陸しました。 

 

3．イレギュラー運航*1 

2022 年度においてイレギュラー運航は発生しておりません。 

*1： イレギュラー運航とは航空機の多重システムの一部のみの不具合

が発生した場合などに、運航乗務員がマニュアルに従って措置した

上で、万全を期して引き返した結果、目的地などの予定が変更され

るものです（鳥衝突、被雷等を除く）。一般的には、ただちに運航の

安全に影響を及ぼすような事態ではありません。 
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Ⅳ．安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置に関する事項 

１．航空法第 111 条の 4 の規定に基づく報告に関する措置 

安全上の支障を及ぼす事態に対する措置については、航空安全情報管理・

提供システム(ASIMS)により事象の報告を行いました。 

２．事業改善命令、厳重注意、その他の文書による行政処分又は行政指導を受

けた場合に講じた措置、講じようとする措置 

該当する事項はありません。 

３．2022 年度における輸送の安全状況に関する総括的な評価 

基本ルールの再徹底に加え、法令及び社内規程類を遵守するとともに、過

去の事故・重大インシデントや、他社で発生した事故等を踏まえた安全諸施

策を継続的に実施してまいりました。 

2022 年度はこれらの対策を徹底するとともに、安全推進会議や社内安全監

査等でその施策の有効性の評価・検証を行い、安全性の一層の向上を図って

まいりました。 

今後ともこの活動を展開し、より一層強固な安全文化を築きあげてまいり

ます。 

【2022 年度の目標達成状況】 

（1）航空事故・重大インシデント発生件数 ..................................... ０件 

2022 年度は事故・重大インシデントは発生せず目標が達成できました。 

（2）安全上のトラブル*2 発生件数 ..................................................... 2 件 

2022 年度の安全上トラブル発生件数は 2 件で、目標である 3 件以下を達

成できました。 

*2：安全上のトラブルとは以下の事象をいいます。 

①事故・重大インシデントに至らない法 111 条の４該当事象 

②航空機の不具合報告・通報についての通達に該当する事象 

③その他上記に準ずる安全上のリスクがある事象 
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４．2023 年度における安全目標 

安全の確保は会社経営の基盤であり、最優先事項であります。そのため、

社長及び安全統括管理者をはじめとする安全管理の責任者が先頭に立ち、全

社員が一丸となって安全を最優先に考え行動し「無事故、無災害」の達成を

目指します。 

（1）航空事故・重大インシデント発生件数 ..................................... ０件 

（2）安全上のトラブル発生件数 ........................................................ ２件以下 

 

５．2023 年度における主な安全活動計画 

当社の事業運営の原点は「安全」であり、今年度もすべての業務において

「安全最優先」「コンプライアンスの徹底」を経営の両輪とすべく 2023 年度

経営計画が策定されており、安全衛生活動計画は経営計画と一体のものとし

て災害発生ゼロを目指し、重点課題をはじめ各職場の課題について計画的に

取り組んでいきます。 

取り組みにあたっては年間を通じた計画的な活動を展開するとともに、過

去の事故・災害事例に学び、日常業務の中にある危険要因を発見し、根絶す

る活動を徹底します。 

また、安全担当による職場安全会議に加え、経営層を交えた安全報告会等

による情報共有を密にし、経営層と現場が一体となって安全な職場を築いて

いくとともに、心身両面の健康維持増進に努めていきます。 

なお、各部署の安全衛生活動計画は、業務実施計画に反映し、適切に PDCA

を回していきます。 

 

(1) 過去の航空機事故及び重大インシデント対策の継続実施 

(2) 取引先との十分な情報共有、意思疎通と適切な管理・監督による事故未

然防止 

(3) ヒヤリ・ハットや潜在リスクの洗い出しと対応策の検討による安全意識

の醸成 

(4) 安全運航を支える人材育成の推進および世代交代に対応する技能・ノウ

ハウの確実な伝承 


